
釧路病院薬剤師会会則 

 

   称  

第1条 本会 釧路病院薬剤師会 称 北海 病院薬剤師会釧路支部 あ  

   域  

第2条 本会 釧路市 び釧路近郊 釧路 ・白糠 ・厚岸 ・標茶 ・鶴居村・弟子屈

・等 を 域  

目   的  

第3条 本会 病院 び診療所等 勤務 薬剤師 倫理的 び学術的水準を高 病院

薬学 進歩発展並び 会員相互 親睦を図 薬剤師 地域 民 保健衛生

向上 寄与 を目的  

事 務 局  

第4条 1. 本会 事務局 会長指定 病院 診療所等 薬局内 置  

2. 本会 事務局 会務執行 為 次 を行う  

会務 管理 び庶務等 関 事項 

会計 び予算執行等 関 事項 

事   業  

第5条 本会 第 3 条 目的を 成 為 次 事業を行う  

1. 病院・診療所薬剤師等 学識 術向上 関 事項 

2. 学術研究会 講演会 研修会等 開催 び 対 協力 関 事項 

3. 病院・診療所薬剤師等 教育 指導 待遇 関 事項 

4. 会員 交流並び 親睦 関 事項 

5. 保健衛生 普及指導 関 事項 

6. 薬品 安全性 関 事項 

7. そ 他目的 成 必要 事項 

会   員  

第6条 本会 会員 会員 び 誉会員  

会員 別  

第7条 1. 会員 

      病院 び診療所等 勤務 薬剤師 入会を希望 個人 薬剤師  

     2. 誉会員 

      本会 特 顕著 績 あ 会員 理事会 推薦 総会 議を経 会   

      長 委嘱 任期 終身委嘱 本人 希望 会員 復帰  

       

会   費  

第8条 1. 会員 

 会員 本会所定 会費を納入 義務を負う  

 会員 当 理由 会費 納入を怠 場合 本会を 会



 

 会員 会費 総会 議を経 定  

     2. 誉会員 

      誉会員 本会 会費 納入を要 い  

     3. 既納 会費 理由 如何を問わ 返還 い  

入会 び 会  

第9条 1. 本会 会員 入 所定 入会申込書 必要事項を記入 所定    

付先へ 付 時 所定 口 へ会費を納入  

2. 本会 会員 会 時 所定 付先へ 会届を 付  

除     

第10条 1. 会員 本会 綱紀を乱 本会 目的趣旨 行為 あ 場合 総 

       会 議を経 除 出来 議 前 本人 弁 機会を与え

い  

2. 本条第 1 項 規定 除 処分 総会出席者 2／3 以上 賛成を得

う 出来 い  

顧 問・相談役  

第11条 1. 本会 顧問 び相談役置 出来  

2. 本会 顧問 び相談役 理事会 認を得 会長 委嘱 任期 委嘱

会長 在任期間  

役    員  

第12条 本会 次 役員を置  

会    長： 1  

会 長      ： 若  

監    事： 2  

理    事： 若 を置  

会 長・監 事 選出           

第13条 1. 本会 会長 び監事 総会 い 会員 中 選出  

2. 本会 会長 び理事 会員 中 会長 任命  

会 長・監 事 任期  

第14条 1. 会長 び監事 任期 2  

2. 会長 再選 妨 い 3 期を限  

役 員 任 務        

第15条 1. 会長 本会を代表 会務を総轄  

2. 会長 会長を補 会務を掌 会長 事故 生 時 そ 職務 

を代行  

3. 理事 会務を分掌  

4. 監事 本会 会務 び会計を監査 毎 そ 監査 結果を総会 報告  

い  



会 長 代 行  

第16条 1. 会長 会員 資格を失 場合 理事会 会長代行を互選  

     2. 会長代行 任期 残任期間  

会     議  

第17条 1. 本会 会議 総会・理事会  

総     会  

第18条 1. 本会 総会 通常総会 び臨時総会  

     2. 通常総会 1 回会長 招集 開催  

     3. 臨時総会 招集 

      会長 必要あ 認 時 或い 会員 1／5 以上 議題を示 請  

      求 時  

     4. 次 掲 事項 総会 議 或い 認を経 い  

 会務 び事業報告 

 事業計 案  

 算報告 

 予算 案  

 会費 賦課 び負担金 関 事項 

 本会 会則 変更 関 事項 

 本会 解散 関 事項 

 そ 他 本会 運営 関 重要 事項 

     5. 誉会員 総会 出席 議 権 行使 い  

     6. 総会 議 び 認 出席 会員 過半数  

      可否 数 場合 議長  

理  事  会        

第19条 1. 理事会 会長 会長 び理事を 構成  

     2. 理事会 理事半数以上 出席 成立 い  

     3. 理事会 総会 次 議機関 あ 必要 場合会長 召集  

会     計  

第20条 1. 本会 会計 毎 4 月 1 日 始 翌 3 月 31 日 終わ  

     2. 本会 経費 会費 寄付金 びそ 他 入を 充  

     3. 本会 会計 い 余金 生 場合 翌 会計 繰越  

      総会 議 を経 余金 全部 一部を特別事業  

積立金 積 立  

会 則 変 更        

第 21 条  本会 会則 変更 総会 い 議 を経 い  

慶     弔  

第 22 条 1. 当支部会員 結婚時 祝電を出  

     2. 当支部会員及び会員 配偶者・両親・子女 逝去 時 花輪を贈  



       

     3. そ 他 慶弔事 い 会長 そ 都 定  

そ 他        

第 23 条  本会 会則 定 事項 い 理事会 い 協議 処理  

     必要 応 総会 認を得  

付     則  

 本会会則 総会 い 議 を経 日 翌日 施行 時 従前 本会会則  

 廃  

 

 

 

本会 会則施行  成 16  4 月 16 日 

         成 18  4 月 20 日  

成 20  4 月 18 日 

成 26  4 月 15 日 改  

 

 

 


